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の印は、平成２９年３月より以前に不法投棄が発見された場所になります。

の印は、平成２９年３月２２日維持工事で不法投棄処理作業を
完了（完了報告３月２８日）後に新たに発見された不法投棄です。

の印は、平成３０年１月１２日維持工事で不法投棄処理作業を
完了（完了報告１月１２日）後に新たに発見された不法投棄です。

の印は、平成３０年５月９日維持工事で不法投棄処理作業を
完了（完了報告５月９日）後に新たに発見された不法投棄です。

の印は、令和２年３月２日維持工事で不法投棄処理作業を
完了（完了報告３月２４日）後に新たに発見された不法投棄です。

凡　例

の印は、令和２年５月１５日維持工事で不法投棄処理作業を
完了（完了報告５月１５日）後に新たに発見された不法投棄です。

の印は、令和３年５月１５日維持工事で不法投棄処理作業を
完了（完了報告５月１５日）後に新たに発見された不法投棄です。

　一般ゴミ（空缶、ペットボトル散乱）

　(R3. 6.10)   ①　 　
　(R3. 7.29)  ②　

一般ゴミ（ペットボトル、空缶、家庭ゴミ等散乱）

　一般ゴミ（ペットボトル散乱）

　(R3.10.14)   ③　

苫田大橋

　
　(R3.10.21)  ④　

一般ゴミ（ペットボトル散乱）

一般ゴミ（空き缶、ペットボトル等散乱）

　(R3.12.09)  ⑤　

　

　一般ゴミ（空缶、ペットボトル散乱）

　(R4. 1.4)   ⑥　

　一般ゴミ（家庭ゴミ、ペットボトル、空缶等散乱）

　(R4. 3.10)  ⑦　

　
　(R4. 3.10)  ⑧　

一般ゴミ（家庭ゴミ、ペットボトル、空缶等散乱）

　(R4. 3.10)  ⑨　

　一般ゴミ（座椅子、空き缶、ペットボトル等の散乱）

　産業廃棄物（タイヤ散乱）

　(R4. 3.10)  ⑩　

一般ゴミ（家庭ゴミ、衣装ケース等散乱）

　(R4.3.31)   ⑪　

　

不法投棄を発見しましたら、下記まで連絡をお願いします。

国土交通省　　苫田ダム管理所
　TEL（0868)52-2151

奥津湖ゴミマップ
奥津湖周辺に不法投棄されている場所をまとめました。

河川や湖にゴミを捨てる行為は　　です。違法　
以下のとおり、法律により罰則が規定されています。

○河川法（河川法施工令第16条の４）
罰則：3ヶ月以内の懲役、又は20万円以下の罰金

○廃棄物の処理及び清掃に関する法律
　　　　（第5条、第16条）

罰則：5年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金
又はこの両方

令和３年度調べ
(R2.4～R4.3)

奧津湖周辺に以下の注意喚起看板を設置しています。

家庭ゴミ等家庭ゴミ等家庭ゴミ等

家庭ゴミ（衣装ケース等） 粗大ゴミ(古タイヤ）
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